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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象を撮像する撮像部と、
　前記撮像部によって取得された前記検査対象の内視鏡画像を表示する表示部と、
　記憶装置に記憶された前記検査対象の過去の検査の履歴である検査履歴に応じ、ユーザ
に前記内視鏡画像に対する注意を促す報知処理を行う制御部と、
　を有し、
　前記制御部は、前記検査履歴内のうち予め設定された所定期間における前記検査対象の
異常を示す検査結果の割合が所定条件を満たすとき前記報知処理を行う
　ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記記憶装置は、前記検査履歴のテーブルである検査履歴テーブルを有し、
　前記検査履歴テーブルは、前記検査対象と、前記検査対象に対応付けた前記検査結果と
を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記検査結果が入力された際、前記検査履歴テーブルの更新を行う
　ことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記記憶装置は、前記検査対象と、前記検査対象に対応付けた報知方法とを有する報知
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方法テーブルを有し、
　前記制御部は、前記報知方法テーブルに基づいて、前記検査対象に応じた報知方法によ
って前記報知処理を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記検査履歴内における前記検査対象の異常を示す検査結果の量が、所
定条件を満たすとき、前記報知方法テーブルに、前記検査対象と、前記検査対象に対応付
けた所定の報知方法とを設定する
　ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記検査結果は、前記検査対象に応じて名前付けされた前記記憶装置のフォルダに格納
される
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記内視鏡画像は、ライブ画像である
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　指示入力部を有し、
　前記所定条件は、前記指示入力部によって指示入力される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記表示部に報知画像を表示して前記ユーザに報知を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　音声発生部を有し、
　前記制御部は、前記音声発生部から報知音を発して前記ユーザに報知を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　内視鏡装置と、ネットワークを介して前記内視鏡装置と接続される情報管理装置と、を
有し、
　前記内視鏡装置は、
　　検査対象を撮像する撮像部と、
　　前記撮像部によって取得された前記検査対象の内視鏡画像を表示する表示部と、
　　前記情報管理装置に、前記検査対象と、報知処理の判定のための所定条件を出力し、
前記報知処理を行うか否かの判定処理の指示を行い、前記情報管理装置から入力された判
定結果に応じて、ユーザに前記内視鏡画像に対する注意を促す前記報知処理を行う、制御
部と、
　　を有し、
　前記情報管理装置は、
　　前記指示に応じ、前記検査対象の過去の検査の履歴である検査履歴内のうち予め設定
された所定期間における前記検査対象の異常を示す検査結果の割合が前記所定条件を満た
すとき、前記報知処理を行うことを示す判定結果を前記内視鏡装置に出力する
　ことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記情報管理装置は、前記検査履歴を有する検査履歴テーブルを記憶する記憶装置を有
する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の内視鏡システム。
【請求項１３】
　撮像部により、検査対象を撮像し、
　表示部により、前記撮像部によって取得された前記検査対象の内視鏡画像を表示し、
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　制御部により、記憶装置に記憶された前記検査対象の過去の検査の履歴である検査履歴
内のうち予め設定された所定期間における前記検査対象の異常を示す検査結果の割合が所
定条件を満たすとき、当該検査履歴に応じ、ユーザに前記内視鏡画像に対する注意を促す
報知処理を行う
　ことを特徴とする内視鏡画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置、内視鏡システム及び内視鏡画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、検査作業に使用された内視鏡画像を記憶し、検査終了後に、検査作業中に記憶さ
せた内視鏡画像を表示する内視鏡システムがある。例えば、特開２０１４－１８４３０号
公報では、検査作業中に異常を発見した注目領域の座標情報を入力し、内視鏡画像と注目
領域の座標情報を記憶し、検査結果の検証作業が効率的に行われるように、注目領域を示
すインジケータを座標情報に示された位置に重畳して内視鏡画像の再生をする、内視鏡シ
ステムが開示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１８４３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の内視鏡システムでは、ユーザが検査作業を行う際、異常が生じている検
査対象内の領域をユーザに効率的に発見させることができない。
【０００５】
　そこで、本発明は、異常が生じている検査対象内の領域をユーザによってより効率的に
発見させることができる、内視鏡装置、内視鏡システム及び内視鏡画像表示方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の内視鏡装置は、検査対象を撮像する撮像部と、前記撮像部によって取
得された前記検査対象の内視鏡画像を表示する表示部と、記憶装置に記憶された前記検査
対象の過去の検査の履歴である検査履歴に応じ、ユーザに前記内視鏡画像に対する注意を
促す報知処理を行う制御部と、を有し、前記制御部は、前記検査履歴内のうち予め設定さ
れた所定期間における前記検査対象の異常を示す検査結果の割合が所定条件を満たすとき
前記報知処理を行う。
【０００７】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡装置と、ネットワークを介して前記内視鏡
装置と接続される情報管理装置と、を有し、前記内視鏡装置は、検査対象を撮像する撮像
部と、前記撮像部によって取得された前記検査対象の内視鏡画像を表示する表示部と、前
記情報管理装置に、前記検査対象と、報知処理の判定のための所定条件を出力し、前記報
知処理を行うか否かの判定処理の指示を行い、前記情報管理装置から入力された判定結果
に応じて、ユーザに前記内視鏡画像に対する注意を促す前記報知処理を行う、制御部と、
を有し、前記情報管理装置は、前記指示に応じ、前記検査対象の過去の検査の履歴である
検査履歴内のうち予め設定された所定期間における前記検査対象の異常を示す検査結果の
割合が前記所定条件を満たすとき、前記報知処理を行うことを示す判定結果を前記内視鏡
装置に出力する。
【０００８】
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　本発明の一態様の内視鏡画像表示方法は、撮像部により、検査対象を撮像し、表示部に
より、前記撮像部によって取得された前記検査対象の内視鏡画像を表示し、制御部により
、記憶装置に記憶された前記検査対象の過去の検査の履歴である検査履歴内のうち予め設
定された所定期間における前記検査対象の異常を示す検査結果の割合が所定条件を満たす
とき、当該検査履歴に応じ、ユーザに前記内視鏡画像に対する注意を促す報知処理を行う
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、異常が生じている検査対象内の領域をユーザによってより効率的に発
見させることができる、内視鏡装置、内視鏡システム及び内視鏡画像表示方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムの構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムの報知方法テーブルの一例を示す表
である。
【図３】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムの検査情報のフォルダの階層構造の
一例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムの検査履歴テーブルの一例を示す表
である。
【図５】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムの設定処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムの設定画像の表示例を示す図である
。
【図７】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムの報知処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムのライブ画像の表示例を示す図であ
る。
【図９】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムのライブ画像の表示例を示す図であ
る。
【図１０】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムのライブ画像の表示例を示す図で
ある。
【図１１】本発明の実施形態に係わる、内視鏡システムのライブ画像の表示例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００１２】
　（構成）
　図１は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１の構成の一例を示すブロック図
である。
【００１３】
　内視鏡システム１は、内視鏡装置２と、情報管理装置Ｓｖとを有する。内視鏡装置２は
、インターネット又はＬＡＮ等のネットワークＮを介し、情報管理装置Ｓｖと接続される
。
【００１４】
　内視鏡装置２は、挿入部３と装置本体４を有する。内視鏡装置２内の各部は、内部配線
Ｂによって接続される。
【００１５】
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　挿入部３は、細長状に形成され、先端部３ａ側から検査対象の被写体内に挿入できるよ
うに構成される。挿入部３の基端は、装置本体４と着脱可能に接続される。挿入部３は、
照明部１１、撮像部１２、湾曲部１３及び操作部１４を有する。なお、先端部３ａは、図
示しない光学アダプタを脱着できるように構成しても構わない。
【００１６】
　照明部１１は、検査対象を照明できるように構成される。照明部１１は、例えば、ＬＥ
Ｄ等の発光素子を有する。照明部１１は、装置本体４の制御部５１と接続され、制御部５
１の制御の下、先端部３ａから被写体に照明光を照射する。
【００１７】
　撮像部１２は、検査対象を撮像できるように構成される。撮像部１２は、例えば、ＣＣ
Ｄ又はＣＭＯＳ等の撮像素子と、撮像素子の撮像面側に配置されたレンズ等の撮像光学系
を有する。撮像部１２は、制御部５１と接続され、制御部５１の制御の下、検査対象の被
写体像を取得する。
【００１８】
　湾曲部１３は、先端部３ａの基端側に設けられる。湾曲部１３は、図示しない湾曲駆動
部とワイヤによって接続される。湾曲部１３は、制御部５１の制御の下、ワイヤの進退に
よって挿入部３を湾曲させる。
【００１９】
　操作部１４は、指示入力をすることができるように構成される。操作部１４は、ジョイ
スティック、フリーズボタン、記録指示ボタン及び上下左右方向湾曲ボタン等の図示しな
い各種の操作具を有する。操作部１４は、制御部５１と接続され、指示入力に応じた制御
信号を制御部５１に出力する。すなわち、操作部１４は、指示入力部である。
【００２０】
　装置本体４は、タッチパネル２１と、表示部３１と、通信部４１と、制御部５１とを有
する。
【００２１】
　タッチパネル２１は、指示入力をすることができるように構成される。タッチパネル２
１は、表示部３１に重畳して配置され、指示入力に応じた制御信号を制御部５１に出力す
る。すなわち、タッチパネル２１は、指示入力部である。
【００２２】
　表示部３１は、例えば、ＬＣＤを有する。表示部３１は、設定画像Ｃｆ（図６）、撮像
部１２によって取得された検査対象の被写体像に基づく内視鏡画像のライブ画像Ｌ１、Ｌ
２、Ｌ２ａ、Ｌ３（図８～図１１）、報知画像Ｈ１、Ｈ２（図９～図１１）、及び、再生
画像等の各種画像を表示する。
【００２３】
　通信部４１は、制御部５１の制御の下、ネットワークＮを介して情報管理装置Ｓｖと接
続できるように構成される。
【００２４】
　図２は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１の報知方法テーブルＴ１の一例
を示す表である。
【００２５】
　制御部５１は、内視鏡装置２内の各種動作を制御可能である。制御部５１は、中央処理
装置Ｃｅと、中央処理装置Ｃｅによって読取り及び書込みされる記憶装置Ｄｅとを有する
。
【００２６】
　中央処理装置Ｃｅは、各種処理を実行可能である。制御部５１の機能は、中央処理装置
Ｃｅが記憶装置Ｄｅに記憶された各種のプログラムを実行することによって実現される。
【００２７】
　記憶装置Ｄｅは、ＲＡＭと書き換え可能なフラッシュＲＯＭを有する。記憶装置Ｄｅに
は、報知方法テーブルＴ１と、設定処理部Ｐ１及び報知処理部Ｐ２のプログラムも記憶さ
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れる。報知方法テーブルＴ１は、検査対象と、検査対象に対応付けられた報知方法との情
報を有する。図２の例では、検査対象Ａ、Ｂに対応する報知方法が「報知枠の表示」であ
り、検査対象Ｃに対応する報知方法が「検査対象名の強調表示」である。
【００２８】
　設定処理部Ｐ１は、情報管理装置Ｓｖに、検査対象と、報知処理の判定のための所定条
件を出力し、報知処理を行うか否かの判定処理を指示し、情報管理装置Ｓｖから入力され
た判定結果に基づいて、報知方法テーブルＴ１の設定を行う。所定条件は、ユーザによっ
て指示入力される。
【００２９】
　報知処理部Ｐ２は、報知方法テーブルＴ１に基づいて、検査対象に応じた報知方法によ
って報知処理を行う。すなわち、制御部５１は、表示部３１に報知画像を表示してユーザ
に報知を行う。
【００３０】
　図３は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１の検査情報Ｆのフォルダの階層
構造の一例を示す図である。図４は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１の検
査履歴テーブルＴ２の一例を示す表である。
【００３１】
　情報管理装置Ｓｖは、例えば、サーバである。情報管理装置Ｓｖは、中央処理装置Ｃｓ
及び記憶装置Ｄｓを有する。記憶装置Ｄｓには、検査情報Ｆと、検査履歴テーブルＴ２と
、判定処理部Ｐ３のプログラムとが記憶される。
【００３２】
　検査情報Ｆは、検査作業によって取得された情報である。検査情報Ｆは、階層構造のフ
ォルダに格納された、検査ファイルによって構成される。例えば、図３では、「Ｒｏｏｔ
」の下層に、検査対象を示す「検査対象Ａ」「検査対象Ｂ」「検査対象Ｃ」のフォルダが
ある。そして、各フォルダ内には、検査対象と検査日によって名前付けされた検査ファイ
ルが、検査日毎に格納される。そして、「検査対象Ａ」フォルダには、検査ファイル「検
査対象Ａ－検査日１」～「検査対象Ａ－検査日５」が格納され、「検査対象Ｂ」フォルダ
には、検査ファイル「検査対象Ｂ－検査日６」が格納され、「検査対象Ｃ」フォルダには
、検査ファイル「検査対象Ｃ－検査日７」が格納される。すなわち、検査作業における検
査結果は、検査対象に応じて名前付けされた記憶装置Ｄｓのフォルダに格納される。なお
、図３のフォルダの階層構造は、例示であり、これに限定されない。
【００３３】
　検査ファイルは、静止画又は動画の内視鏡画像を有する。検査ファイルは、内視鏡画像
の他、ユーザによって指示入力された検査結果及び損傷情報も有する。
【００３４】
　検査結果には、ユーザによって指示入力された、「要再検査」「要注意」「問題なし」
、及び、未入力状態である「未入力」のいずれかの情報がセットされる。
【００３５】
　損傷情報には、ユーザによって指示入力された、検査作業によって発見された損傷の情
報がセットされる。例えば、検査日１に検査対象Ａの検査作業を行って亀裂Ｃｒ（図１０
）を発見したとき、ユーザは、指示入力部を操作し、検査結果「要再検査」を指示入力し
、損傷情報「亀裂」を指示入力する。
【００３６】
　図４に示すように、検査履歴テーブルＴ２は、検査対象、検査日、検査結果及び損傷情
報によって構成される検査履歴を有する。例えば、検査対象Ａでは、検査日１が、検査結
果「要再検査」かつ損傷情報「亀裂」であり、検査日２が、検査結果「要注意」かつ損傷
情報「凹み」であり、検査日３～５が、検査結果「問題なし」である。検査対象Ｂでは、
検査日６が、検査結果「問題なし」である。検査対象Ｃでは、検査日７が、検査結果「未
入力」である。
【００３７】
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　すなわち、記憶装置Ｄｓは、検査履歴のテーブルである検査履歴テーブルＴ２を有し、
検査履歴テーブルＴ２は、検査対象と、検査対象に対応付けた検査結果とを有する。
【００３８】
　図４における「要再検査」「要注意」は、検査対象の異常を示す検査結果である。
【００３９】
　なお、検査結果の「要再検査」「要注意」「問題なし」「未入力」は、例示であり、こ
れに限定されない。
【００４０】
　情報管理装置Ｓｖは、通信部４１を介して内視鏡装置２から検査ファイルが入力される
と、検査情報Ｆ及び検査履歴テーブルＴ２の更新を行う。
【００４１】
　判定処理部Ｐ３は、中央処理装置Ｃｓによって実行される。判定処理部Ｐ３は、検査履
歴テーブルＴ２の検査履歴に応じ、検査履歴内における検査対象の異常を示す検査結果の
量が、所定条件を満たすとき、報知処理を行うことを示す判定結果を出力する。
【００４２】
　これにより、内視鏡装置２は、検査対象と、報知処理の判定のための所定条件を出力し
、報知処理を行うか否かの判定処理を情報管理装置Ｓｖに指示する。情報管理装置Ｓｖは
、記憶装置Ｄｓに記憶された検査履歴テーブルＴ２の検査履歴に応じ、検査履歴内におけ
る検査対象の異常を示す検査結果の量が、所定条件を満たすとき、報知処理を行うための
制御情報をセットした判定結果を内視鏡装置２に出力する。内視鏡装置２は、判定結果に
基づいて、ユーザに内視鏡画像に対する注意を促す報知処理を行う。
【００４３】
　すなわち、制御部５１は、記憶装置Ｄｓに記憶された検査対象の過去の検査の履歴であ
る検査履歴に応じ、ユーザに内視鏡画像に対する注意を促す報知処理を行う。より具体的
には、制御部５１は、検査履歴内における検査対象の異常を示す検査結果の量が、所定条
件を満たすとき、報知方法テーブルＴ１に、検査対象と、検査対象に対応付けた所定の報
知方法とを設定し、報知方法テーブルＴ１に基づいて、報知処理を行う。
【００４４】
　（動作）
　続いて、内視鏡システム１の設定処理について説明をする。
【００４５】
　図５は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１の設定処理の流れの一例を示す
フローチャートである。図６は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１の設定画
像Ｃｆの表示例を示す図である。
【００４６】
　指示入力部によって設定処理開始の指示入力をすると、制御部５１は、設定処理を開始
する。
【００４７】
　情報管理装置Ｓｖに接続する（Ｓ１１）。制御部５１は、通信部４１を介して情報管理
装置Ｓｖに接続する。
【００４８】
　接続が成功したか否かを判定する（Ｓ１２）。接続が成功しなかったと制御部５１が判
定するとき、処理はＳ１８に進む。一方、接続が成功したと制御部５１が判定するとき、
処理はＳ１３に進む。
【００４９】
　報知設定の設定画像Ｃｆを表示する（Ｓ１３）。制御部５１は、図６に例示される設定
画像Ｃｆを表示部３１に表示する。設定画像Ｃｆには、「検査対象」、「設定条件」、「
報知方法」、「設定する」及び「キャンセル」の入力指示を行うための操作用画像が表示
される。ユーザは、指示入力部を介し、検査対象、設定条件及び報知方法の指示入力を行
うことができる。図６は、プルダウンメニューの操作により、検査対象「Ａ」、設定条件
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「損傷発生率が６０％以上」、報知方法「報知枠の表示」が、指示入力された例である。
【００５０】
　設定処理の進行が指示入力されたか否かを判定する（Ｓ１４）。ユーザは、操作用画像
「設定する」を操作することにより、設定処理の進行を指示入力することができる。設定
処理の進行が指示入力されたと制御部５１が判定するまで、Ｓ１４の処理は繰り返される
。設定処理の進行が指示入力されたと制御部５１が判定すると、処理はＳ１５に進む。
【００５１】
　情報管理装置Ｓｖに判定処理の指示する（Ｓ１５）。制御部５１は、通信部４１を介し
て情報管理装置Ｓｖに検査対象及び所定条件を出力して判定処理の指示を行う。所定条件
は、Ｓ１３において指示入力された設定条件に応じて決定される。判定処理の指示が入力
されると、情報管理装置Ｓｖは、判定処理部Ｐ３の処理により、検査対象及び所定条件に
基づいて、判定結果を出力する。具体的には、情報管理装置Ｓｖは、検査履歴テーブルＴ
２から所定期間における検査対象の検査履歴を抽出する。続いて、情報管理装置Ｓｖは、
「要再検査」又は「要注意」の抽出された検査履歴中の割合を算出する。続いて、情報管
理装置Ｓｖは、算出された割合が所定条件を満たすとき、判定結果に報知処理を行うため
の制御情報をセットして内視鏡装置２に出力する。所定期間は、良好な判定結果が出力さ
れるように、経験的又は実験的に予め設定される。
【００５２】
　例えば、所定期間が検査日１～検査日３の期間に設定されるとき、図６のように指示入
力が行われると、情報管理装置Ｓｖは、検査日１～検査日３の検査履歴を抽出する。続い
て、情報管理装置Ｓｖは、「要再検査」又は「要注意」の検査履歴中の割合を６６％と算
出する。続いて、情報管理装置Ｓｖは、判定結果に、報知処理を行うための制御情報をセ
ットして内視鏡装置２に出力する。
【００５３】
　抽出された検査履歴が所定条件を満たさないとき、情報管理装置Ｓｖは、判定結果に、
報知処理を行わないための制御情報をセットして内視鏡装置２に出力する。また、エラー
が生じたとき、情報管理装置Ｓｖは、判定結果に、エラーを示す制御情報をセットして内
視鏡装置２に出力する。
【００５４】
　判定結果が正常に入力されたか否かを判定する（Ｓ１６）。判定結果が情報管理装置Ｓ
ｖから入力されると、制御部５１は、判定結果が正常に入力されたか否かを判定する。判
定結果にエラーを示す制御情報がセットされているとき、処理はＳ１８に進む。一方、判
定結果に報知処理を行うための制御情報、又は、報知処理を行わないための制御情報がセ
ットされているとき、処理はＳ１７に進む。
【００５５】
　報知方法テーブルＴ１の設定をする（Ｓ１７）。Ｓ１６において情報管理装置Ｓｖから
報知処理を行わないための制御情報が入力されると、制御部５１は、検査対象が含まれな
いように報知方法テーブルＴ１を設定する。一方、報知処理を行うための制御情報が入力
されると、制御部５１は、検査対象の識別情報と、Ｓ１３によって指示入力された報知方
法とを対応付けて報知方法テーブルＴ１に設定する。報知方法テーブルＴ１の設定後、設
定処理は終了する。
【００５６】
　メッセージを表示する（Ｓ１８）。制御部５１は、メッセージをメッセージ領域Ｃｆａ
に表示する。例えば、Ｓ１２において、情報管理装置Ｓｖとの接続が成功しなかったとき
、制御部５１は「情報管理装置との接続ができませんでした」等のメッセージをメッセー
ジ領域Ｃｆａに表示する。また、Ｓ１６において、情報管理装置Ｓｖからエラーを示す制
御情報が入力されたとき、「エラーが発生しました」等のメッセージをメッセージ領域Ｃ
ｆａに表示する。Ｓ１８が終了すると、設定処理は終了する。
【００５７】
　図６に示すように、Ｓ１８におけるメッセージの他にも、メッセージ領域Ｃｆａには、
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設定処理の進捗状況に応じ、各種のメッセージが表示される。
【００５８】
　Ｓ１１～Ｓ１８の処理が設定処理を構成する。
【００５９】
　なお、報知方法テーブルＴ１が最新状態に保たれるように、Ｓ１５～Ｓ１８の処理は、
内視鏡装置２の電源投入時等、所定のタイミングによって実行するように、構成しても構
わない。
【００６０】
　続いて、内視鏡システム１の報知処理について説明をする。
【００６１】
　図７は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１の報知処理の流れの一例を示す
フローチャートである。図８～図１１は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡システム１
のライブ画像Ｌ１、Ｌ２、Ｌ２ａ、Ｌ３の表示例を示す図である。図８～図１１には、ガ
スタービンのタービンブレードが表される。
【００６２】
　ユーザが指示入力部の操作によってライブ表示の指示入力をすると、報知処理は開始す
る。
【００６３】
　検査対象の指示入力をする（Ｓ２１）。制御部５１は、メッセージを表示部３１に表示
し、ユーザに検査対象の指示入力を促す。ユーザが検査対象を指示入力すると、処理はＳ
２２に進む。
【００６４】
　検査対象が報知方法テーブルＴ１に含まれるか否かを判定する（Ｓ２２）。検査対象が
報知方法テーブルＴ１に含まれていないと、制御部５１が判定するとき、処理は終了する
。一方、検査対象が報知方法テーブルＴ１に含まれていると、制御部５１が判定するとき
、処理はＳ２３に進む。
【００６５】
　報知を行う（Ｓ２３）。制御部５１は、報知方法テーブルＴ１に基づいて、検査対象に
応じた報知を行う。
【００６６】
　報知枠の表示では、報知画像を有しない図８のライブ画像Ｌ１に対して、図９のライブ
画像Ｌ２及び図１０の亀裂Ｃｒを有するライブ画像Ｌ２ａの例のように、制御部５１は、
ライブ画像Ｌ２の周縁に、例えば赤色枠模様の報知画像Ｈ１を表示する。
【００６７】
　検査対象名の強調表示では、図１１のライブ画像Ｌ３の例に示すように、制御部５１は
、表示部３１に表示された、検査対象名の周囲に枠模様の報知画像Ｈ２を表示し、検査対
象名を強調表示する。
【００６８】
　Ｓ２１～Ｓ２３の処理が報知処理を構成する。
【００６９】
　すなわち、内視鏡画像表示方法は、撮像部１２により、検査対象を撮像し、表示部３１
により、撮像部１２によって取得された検査対象の内視鏡画像を表示し、制御部５１によ
り、記憶装置Ｄｓに記憶された検査履歴テーブルＴ２の検査履歴に応じ、ユーザに内視鏡
画像に対する注意を促す報知処理を行う。報知処理は、検査履歴内における検査対象の異
常を示す検査結果の量が、所定条件を満たすときに行われる。
【００７０】
　上述の実施形態によれば、内視鏡システム１は、検査対象に損傷等の異常が生じている
可能性があることをユーザに報知することができ、異常が生じている検査対象内の領域を
ユーザによってより効率的に発見させることができる。
【００７１】
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　（実施形態の変形例）
　実施形態では、検査ファイルは、通信部４１を介して情報管理装置Ｓｖに出力されたが
、メモリカードＣ及び端末装置Ｐｃを介して情報管理装置Ｓｖに出力するように構成して
も構わない。本変形例の説明では、実施形態と同じ構成については、説明を省略する。
【００７２】
　内視鏡システム１は、コネクタＫ、メモリカードＣ、端末装置Ｐｃを有する。端末装置
Ｐｃは、ネットワークＮを介して情報管理装置Ｓｖと接続される（図１の２点鎖線）。
【００７３】
　コネクタＫは、メモリカードＣを取り付けることができるように構成される。コネクタ
ＫにメモリカードＣが取り付けられると、制御部５１は、メモリカードＣの読取り及び書
込みをすることができる。
【００７４】
　端末装置Ｐｃは、メモリカードＣの読取り及び書込みをすることができるように構成さ
れる。メモリカードＣから検査ファイルを読み取ると、端末装置Ｐｃは、検査対象、検査
日、検査結果及び損傷情報を情報管理装置Ｓｖに出力する。
【００７５】
　なお、実施形態及び変形例では、情報管理装置Ｓｖに判定処理部Ｐ３及び検査履歴テー
ブルＴ２、検査情報Ｆが記憶され、情報管理装置Ｓｖによって判定処理が行われるが、記
憶装置Ｄｅ内に判定処理部Ｐ３、検査履歴テーブルＴ２及び検査情報Ｆが記憶され、中央
処理装置Ｃｅによって判定処理が行われても構わない（図１の記憶装置Ｄｅ内の２点鎖線
）。
【００７６】
　なお、実施形態及び変形例では、情報管理装置Ｓｖに判定処理部Ｐ３及び検査履歴テー
ブルＴ２が記憶され、情報管理装置Ｓｖによって判定処理が行われるが、端末装置Ｐｃ内
の記憶装置Ｄｔ内に判定処理部Ｐ３及び検査履歴テーブルＴ２が記憶され、中央処理装置
Ｃｔによって判定処理が行われても構わない（図１の記憶装置Ｄｔ内の２点鎖線）。
【００７７】
　なお、実施形態及び変形例では、記憶装置Ｄｅ内に、設定処理部Ｐ１及び報知方法テー
ブルＴ１が記憶されるが、報知方法テーブルＴ１は、記憶装置Ｄｓ、Ｄｔ内に記憶され、
制御部５１が記憶装置Ｄｓ、Ｄｔ内の報知方法テーブルＴ１を読み込むことによって報知
処理が行われるように構成しても構わない（図１の記憶装置Ｄｓ、Ｄｔ内の２点鎖線）。
【００７８】
　なお、実施形態及び変形例では、検査対象名の強調表示は、表示部３１に表示された検
査対象名の周囲に枠模様の報知画像Ｈ２によって行われたが、検査対象名の文字色を変え
ることによって行われても構わない。
【００７９】
　なお、実施形態及び変形例では、一例として「報知枠の表示」「検査対象名の強調表示
」の報知方法によって報知処理を行う例を説明したが、他の報知方法によって報知処理が
行われても構わない。
【００８０】
　なお、実施形態及び変形例では、一例として、１つの検査対象に１つの報知方法が設定
されるが、１つの検査対象に複数の報知方法が設定されても構わない。例えば、１つの検
査対象について、「損傷発生率が６０％以上」であるとき第１の報知方法によって報知処
理を行い、「損傷発生率が６０％以上」であるとき第２の報知方法によって報知処理を行
うように設定しても構わない。
【００８１】
　なお、実施形態及び変形例では、制御部５１は、表示部３１に表示する報知画像Ｈ１、
Ｈ２によって報知処理を行うが、音声発生部Ｓｐ（図１の２点鎖線）の発する報知音によ
って報知処理を行っても構わない。
【００８２】
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　本発明は、上述した実施形態及び変形例に限定されるものではなく、本発明の要旨を変
えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【００８３】
１　　 内視鏡システム
２　　 内視鏡装置
３　　 挿入部
３ａ　 先端部
４　　 装置本体
１１　 照明部
１２　 撮像部
１３　 湾曲部
１４　 操作部
２１　 タッチパネル
３１　 表示部
４１　 通信部
５１　 制御部
Ｂ　　 内部配線
Ｃ　　 メモリカード
Ｃｅ　 中央処理装置
Ｃｆ　 設定画像
Ｃｆａ メッセージ領域
Ｃｒ　 亀裂
Ｃｓ　 中央処理装置
Ｃｔ　 中央処理装置
Ｄｅ　 記憶装置
Ｄｓ　 記憶装置
Ｄｔ　 記憶装置
Ｆ　　 検査情報
Ｈ１　 報知画像
Ｈ２　 報知画像
Ｋ　　 コネクタ
Ｌ１　 ライブ画像
Ｌ２　 ライブ画像
Ｌ２ａ ライブ画像
Ｌ３　 ライブ画像
Ｎ　　 ネットワーク
Ｐｃ　 端末装置
Ｐ１　 設定処理部
Ｐ２　 報知処理部
Ｐ３　 判定処理部
Ｓｐ　 音声発生部
Ｓｖ　 情報管理装置
Ｔ１　 報知方法テーブル
Ｔ２　 検査履歴テーブル
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